
景表法i乙基づく事業者の名称の規制

内田耕作

I 問題状況

1979年 2月16日，公正取引委員会は，株式会社大阪市冠婚葬祭互助会に対し

て警告をおこなった。それは，株式会社大阪市冠婚葬祭互助会がその会員募集

にあたり一般消費者に配布したパシブレットについて調査したところ，以下に

述べるよラな事実が認められたが，かかる行為は景表法第 4条に違反するおそ

れがあるので，今後乙のような行為をおこなわないよう厳重に警告するという

ものである。

どろいった事実かというと，株式会社大阪市冠婚葬祭互助会が，パシフレッ

トにおいて」①会社の紹介として，大阪市冠婚葬祭互助会(大阪市互助センタ

ー)または(株)大阪市冠婚葬祭互助会の社名を用い，その名称の下に互助会

の趣旨としてパ消費者!どうしの助けあいの組織」であり，したがって「利益を

本位としない市民ひとりひとりからなる組織体(福祉的事業)Jであると記載す

るほか， r大阪市互助会は，大阪府民，市民の生活の合理化を願って活動を進め

ております」等と記載し，②事業内容の紹介として， r毎月500円X60回の会費

でこんなに素晴らしいプランが実現します。人生の有終を壮厳にJとの見出し

の下に，結婚式，披露宴，ハネムーンおよび祭典について記載するとともに，

結婚式場，披露宴会場および祭壇の写真を掲載することにより，③あたかも，

株式会社大阪市冠婚葬祭互助会が地方公共団体である大阪市と関係のある公的

(1) 解説として，神野智文 i(株)大阪市冠婚葬祭互助会の不当な表示に対する欝告に
ついて」公正取引343号18ページ(1979年〕がある。また， i公取委， (株)大阪市冠
婚葬祭互助会に厳重警告J商事法務831号38ページ (1979年)， r公的団体と紛らわしい
名称と不当表示の問題一一一大阪市冠婚葬祭互助会事件に関連して一一」公正取引343号

20， 25-26ページ (1979年〉をも参照。
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機関であり，利益を本位としない消費者同志の助け合いの組織体として福祉的

事業をおとなうものであるため， 30，000円の会費による規定のナービスのみで

写真に示されているような結婚式および披露宴または葬祭がおとなえるかのよ

うに表示しているが，株式会社大阪市冠婚葬祭互助会は，営利を目的とした株

式会社であって，消費者同志の助け合いの組織で利益を本位としないといえる

ものではなし地方公共団体である大阪市とは何ら関係がなく，また，パシフ

レツトに掲載されている披露宴会場の写真中の料理は30，000円の会費で提供が

予定されている料理ではなく，また，パンフレットに掲載されている祭壇は，

30，000円の会費のみで利用できるものではない，というものである。

ここで注目されるのは，事実の認定のしかたが通常の不当表示事件のそれと

は異なるように思われるということであるσ 通常の不当表示事件にならえば，

事実の認定は次のようになったであろろ。すなわち， 30，000円の会費による規

定のナービスのみで写真に示されているよろな結婚式および披露宴または葬祭

がおこなえるかのように表示しているが，パンフレットに掲載されている披露

宴会場の写真中の料理は30，000円の会費で提供が予定されている料理ではな

く，また，パンフレットに掲載されている祭壇は30，000円の会費のみで利用で

きるものではないので，その表示は不当表示のおそれがあるというふうにであ

る。

しかし，との警警告では，株式会社大阪市冠婚葬祭互助会が大阪市と関係があ

る公的機関であり，消費者同志の助け合いの組織体として福祉的事業をおこな

うものであると称していることも，問題となっている表示が不当表示であるお

それがあるといろ認定に際しての大ぎな要素とされている。この点に，この警

告の大きな特色がある。

また，公正取引委員会は，株式会社大阪市冠婚葬祭互助会に対して地方公共

団体と関係があるかのよろな社名を変更するよう強く要望するとともに，全国

に散在する冠婚葬祭の互助会的組織の上部団体である四団体に対して公的機関

とまぎらわしい名前を改めるよう要望し芯この点も大きな特色である。

(2) 朝日新聞1979年2月18日19面，読売新聞1979年2月17819面参照。
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ところで，この警告では，公的団体とまぎらわしいその社名は，問題となっ

ている表示が不当表示であるおそれがあるという認定に際し℃の大きな要素と

されているにすぎず，それ自体が不当表示であるおそれがあるという認定がな

されているわけではない。また，株式会社大阪市冠婚葬祭互助会に対して発せ

られたのは，排除命令ではなく，警告にすぎない。しかし，この警告は，公正

取引委員会がそもそも，公的団体とまぎらわしい柾名を不当表示であると認定

するととがでまるのかどうか，公的団体とまぎらわしい社名の変更を排除措置

として求めることができるのかどうかといった興味深い問題を提起したよラに

思われる。より一般化すれば，との警告は，公正取引委員会が，事業者の名称

を不当表示であると認定することができるのかどラか，事業者の名称の変更を

排除措置として求めることができるのかどうかといった問題を提起したといラ

ととができょう。

その後，第四回消費者保護会議は，信用誤認表示について不当表示の指定を

検討するといろことを決定した。また，公正取引委員会は，事業者の名称等に

関する信用誤認表示について景表法第 4条3号の指定を1980年または1980年度

中にお ζなうことを検討している。

とれらのことは，とりもなおさず，不当表示と思われる事業者の名称が実際

みうけられ，それを規制することが必要であるということが認識されたという

ζ とを意味するものと思われる。そこで，本稿で，不当表示の側面から事業者

の名称の規制について検討してみたい。

まず，アメリカ合衆国の連邦取引委員会による商号の規制の基本的な考え方

についてiまとめておこう。というのは，それは，景表法に基づく事業者の名称、

の規制に対して多大な示唆を与えると思われるからである。そしてそれにl続

(3) r消費者保護会議，当面の消費者保護施策を決定JN B L198号4ページ (1979年)
参照。

(4) r55年度，景表法運用の重点事項決まる」公正取引情報808号1，1-2ページ (1980

年)参照。
(5) 事実，信用誤認につい℃の不当表示の指定を支持する見解もみうけられる。「公取

委， (株)大阪市冠婚葬祭互助会に厳重警告」商事法務831号38，39ページ (1979年〉
参照。

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



1085 景表法に基づく事業者の名称の規制 -405-

き，景表法に基づく事業者の名称の規制について検討を加えよう。そこでは，

景表法第4条 1号 2号にl基づいて事業者の名称の規制を充分におとなうこと

がでまるのかどうか，第4条3号に基づく指定をしなければ事業者の名称の規

制を充分におこなうことができないのかどうか，指定をする場合考慮すべきと

ととしてどういちものがあるのかについて検討しよう。

II 連邦取引委員会による商号規制の基本的な考え方

1938年のホイラー・リー修正法制定以前の 2つのリ lーディシグ・ケイス，す

なわち， ロイヤノレ・ミリング・カンパニ一事件判ば会ょびアーミー・アンド・

ネーピー・トレーデイング・カシノミニ一事件判決込主として参考としながら，

連邦取引委員会法に基づく商号の規制の基本的な考え方についてまとめ℃おこ

う。これらの判決は， r不公正な競争方法」のみを違法とする原始連邦取引委員

会法のもとでのものではあるが，景表法に基づく事業者の名称の規制を考える

にあたって大いに参考となると思われる。

まず規制の要件の面について，続いて排除措置の面についてまとめておじ

ラ。

(1) 規制の要件

事実認定のLかたや結論のしかたについては，商号がらみの不当表示が問題

となっているからといって特別なものは何らない。つまり，他の不当表示の認

定のしかたや結論のしかたと同じ認定のしかたや結論のしかたがとられてい

る。まとめれば次のようである。

(a) 事実認定のしかた ある企業が，商品の内容等について誤認を生ぜ

しめるよラな商号のもとで事業をお ζなっている。他方，同様の事業をおとな

っているが，問題となっている企業のよラに商品の内容等について誤認を生ぜ

( 6) FTC v. Royal Mil1ing Co吋 288U. S. 212 (1933). 
( 7 ) FTC v. Army and Navy Tradingω.，88 F. 2d 776(D. C. Cir. 1937). 

(8) 拙稿 F連邦取引委員会法に基づく商号・商品名の規制」香川大学経済論叢52巻3・
4号124，125-32ページ (1979年〉参照。
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しめるような商号のもとで事業をおとなっていない企業もある。そし℃それら

事業者聞の競争は実質的である。そこで，一部の事業者が問題となっている商

号を用いるととは，商品の内容等について誤認を生ぜしめないような商号のも

とで事業をおこなっている競争業者から事業を奪うおそれがあり，また実際の

ところ奪っている。

(b) 結論の導き方 したがっしころいった慣行は競争業者や公衆の侵

害となり，連邦取引委員会法第5条の意味での不公正な競争方法となる。

(c) 商品の内容等について誤認を生ぜしめるような商号 事実認定のし

かたや結論の導さ方は以上のようである。ところで，今， r商品の内容等につい

て誤認を生ぜしめるような商号jが規制の対象となるといった。それでは， r商
品の内容等」とは具体的には何なのか。ことで商品の内容や取引条件'について

誤認を生ぜしめるような商号が規制の対象となるといろととはi何ら問題はな

い。問題は商品の内容や取引条件とは直接かかわりをもたないその他の事項，

たとえば起源や企業規模について誤認を生ぜしめる商号も規制の対象とされう

るかということが問題である。しかし，それも規制の対象とされる。つまり，

アメリカ合衆国ではどのようなものであれ消費者の購買決定に実質的な影響を

及ぼすような事項につい℃誤認を生ぜしめる商号は規制の対象とされ℃いると

いうことができる。

I

l

l

i

-

-

(2) 排除措置

ロイヤノレ・ミ Yング・カンパ!ニ一事件判決では商号の切除は認めず，そのか

わりに商号がもっ欺鵬性を排除するために商号に近接して一定の限定語句を用

いることを求めている。それに対しアーミ lー・アンド・ネービー・トレーディ

ング・カンパニ一事件判決で、は一商号に近接して一定の限定語句を用いることを

認めず，・商号の切除を求めている。結論をいえば商号がらみの不当表示がおこ

なわれた場合の排除措置の主たるものはとのいずれかであるように思われる。

そこで以下，どのような場合に商号の切除が認められるのか，また，どのよう

な場合に商号に近接して一定の限定語句を用いることで商号の切除が回避され
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るのかということをまとめておまたい。

(a) 限定語句の使用が認められる場合 軽々しく商号の切除を認めるべ

きではないと考える主たる理由は，商号が暖簾の性質をもっ価値ある事業資産

であり，商号の切除を命じることはおそらく高度に侵害的であるといラことで

ある。したがって，それほど徹底的でない手段によって同じ結果が達成される

なら商号の切除は命じられるべぎではないというととになる。命令は，悪を正

し，競争者や公衆の権利を守るのに必要であると合理的に考えられることを超

えるべきではないからである。

そこで排除措置の選択に際してはまず，限定語句を商号に近接して用いるこ

とによって商号のもつ欺踊性が完全に排除されラるかどうかが検討されなけれ

ばならない。そもそも限定語句を用いることが認められるためには，その商号

が意味することのある部分は真実であり，ある部分は真実ではないといろふう

に，問題となっている商号が志味することを分離することができなければなら

ない。そラでなければ欺蹄を排除するのに効果がある限定語句の選択が可能と

はならず，したがって欺蹄的な表示を排除し，真実の表示のみをそのまま残す

限定語句を選ぶことができない。このようにみてきて，限定語句を用いること

を認めることによって商号のもつ欺師性が排除されるなら限定語句を用いると

とを求める命令が発せられることになる。

(b) 商号の切除が求められる場合 それに対して商号がただ 1つのこと

だけを表示しており，しかもそのただ 1つの表示が真実でないならそれは限定

できない。無理に限定しようとすると矛盾するだけである。このように限定語

句が欺闘を完全に排除するという効果をもたず，矛盾をぎたすとなると，限定

語句を用いることで商号の切除をまぬがれるといラととはできfなくなる。した

がってその場合には，商号の完全な切除が命じられなければならないことにな

る。

(c) 企業の同一性を熟知させるための措置 もっとも，商号の完全な切

除を命じる場合には，一定の期間もとの商号を新しい商号に関連して用いるの

を許すかどラかを検討しなければならない事態が起こるように思われる。とい
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うのは，商号が重要な事業資産であるとととも関連して，企業の同一性を事業

者や消費者に熟知させるととも必要と思われるからである。 しカミし， こういっ

た措置をとるととが認められるのは， もともとその商号は欽踊的ではなかった

が事情の変化によって欺踊性を帯びるようになった場合にかぎられるのではな

いかと考えiる。けだし，最初から全面的に欺踊的である商号、に対しては， こう

いった措置をとる必要性は何らみいだすことができないように思われるからで

ある。もっとも， そういった特別の事情もないのに，新しい商号のもとで事業

をするに品うたりその会社が， 問題となった商号のもとで事業をおとなっていた

のと同じ会社であるということを明らかにするととを認めた判決もぷ。

III 景表法第 4条 1号， 2号に基づく事業者の名称の規制

まず要件の面について検討し，続いて排除措置の面について検討する。そし

て最後に，景表法第4条1号， 2号に基づいては事業者の名称を規制すること

がでをないと思われる場合を明らかにする。

(1) 要件

景表法に基づいて事業者の名称の規制をおとなうといラことについては疑問

が述べられている。その疑問は次のようなものである。「いわゆる社会的に信用

のある社名に類似の社名を用いることにより，一般消費者に対し，信用誤認を

与える行為は，不動産業界等においてよく用いられているが，景品表示法では，

従来から，仮に社名によって信用誤認を与えた場合があったとしても，規制対

象とすることは，困難であるとされてきたととるである。これは，景品表示法

による不当表示が商品又は役務の品質，内容等の優良・有利誤認であり，名称

を直ちに，商品又は役務についての表示であるとは言い難いからであろう。」

ところで， との主張は，景表法に基づく事業者の名称の規制が法律上困難で

あるといっているのか，事実上困難であるといっているのかわからない。 した

がって，以下では， との主張の妥当性を両面から検討することにする。まず前

(9) 

(10) 

Gold Tone Studios v. FTC， 183 F. 2 d 257 (2 d Cir. 1950). 
神野・前掲〈注1)19ページ参照。
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者から検討しよう。

たしかに，事業者の名称それ自体は商品または役務そのものについ℃の表示

ではない。しかし，景表法上不当表示規制の対象となるのは商品または役務そ

のものについての表示にかまられるわけではない。商品または役務そのものに

ついての表示以外の，商品または役務の取引についての表示といえるものも，

規制の対象とされている。〉じたがって，事業者の名称が商品または役務の取引

についての表示であるということでdうれば，それは規制の対象とされる。

問題は事業者の名称が商品または役務の取引についての表示であるかどラか

である。景表法にいう「表示Jとは，景表法第2条2項によれば，顧客を誘引

するための手段として，事業者が自己の供給する商品または役務の内容または

取引条件 lその他これらの取引に関する事項についておこなう広告その他の表示

であって，公正取引委員会が指定するものである。そとで，たとえば事業者の

名称が広告において用いられたり，商品に貼付されるラベノレ上に記載されたり

すれば，それは，顧客を誘引するための手段として，事業者が自己の供給する

商品または役務の取引に関する事項についておこなう広告その他の表示である

ということができる。そのかぎりで，事業者の名称、は商品または役務の取引に

ついての表示である。したが!って，景表法に基づく事業者の名称の規制は法律

上は可能であるということができる。

もっとも，畳表法に基づく事業者の名称の規制が法律上可能であるといって

も，そのととから景表法に基づく事業者の名称の規制が事実上可能で品うるとい

うことにはならない。事実上可能であるかどうかは別途検討しなければならな

L 、。

たしかに，対象が商品または役務そのものについての表示であるか，それ以

外の，商品または役務の取引についての表示 lであるかどうかによってその表示

が，景表法第4条1号の優良誤認表示 2号の有利誤認表示となるかどうかに

実質的な影響を及ぼすということは考えられることである。しかし，商品また

(11) このと正は，景表法第1条，第2条2項，第4条本文，第4条3号を検討すれば明
らカミである。
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は役務そのものについての表示以外の，商品または役務の取引についての表示

は優良誤認表示または有利誤認表示とはならないということではない。それが

そろいった表示となる場合も考えられる。ただ，立証がやや困難であるといろ

ことにすぎがでしたがって，景表法に基づく事業者の名称の規制は事実上も

可能であるということができる。

つまり，第 1に事業者の名称が商品またはi役務の品質，規格その他の内容に

ついて著しく優良であると誤認させる場合に，第2に事業者の名称が商品また

は役務の価格その他の取引条件について著しく有利であると誤認させる場合

に，最表法第4条 1号 2号に基づいて事業者の名称は規制されるととにな

る。

(2) 排除措置

景表法第 6条1項によれば，第4条の規定に違反する行為があるときは公正

取引委員会は，当該事業者に対し，その行為の差止めもしくはその行為が再び

おとなわれることを防止するために必要な事項またはJとれらの実施に関連する

公示その他必要な事項を命ずることができることになっている。そこで以下，

この規定のもとで具体的にはどういった行為が排除措置として求められうるの

かについて検討しよう。

まず，問題となった事業者の名称の使用または問題となったような事業者の

名称の将来の使用をやめるよう求めることができるということは1明らかであろ

う。しかし，事業者の名称が問題となる場合の排除措置としてとれで充分であ

るかどうかは疑問である。事業者の名称が問題となる場合，広告等において，

問題となった事業者J の名称を使用しないよラ対処療法的に求めるだけでは排除

措置としては不充分であるように思われる。というのは，不当表示がおとる根

源となっている事業者の名称そのものの変更または事業者の名称に近接して欺

目前を排除すると思われる一定の限定語句を用いるととを求めなければ同じよラ

(12) なお，広告等において事業者の名称を単に用いているということだけではなく，そ
の事業者の名称を利用して別の誤認を生む表示をおとなっている場合には，その事業
者の名称の規制jは一層容易となるであろう。神野・前掲(注1)19ページ参照。
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な違反行為が今後ともおとなわれる可能性が大いに残るように思われるからで

ある。そこで次に，景表法第6条 1頃のもとで，事業者の名称そのものの変更

を求める命令を排除措置として発するととができるのかどうか，事業者の名称

に近接して欺踊を排除すると思われる一定の限定語句を用いることを求める命

令を排除措置として発することができるのかどうかについて検討しなければな

らない。まず前者から検討しよう。

事業者の名称がいかに価値ある事業資産であるとし℃も，それがもっ欺蹄性

を他の方法によって排除することができないとすれば，事業者の名称、そのもの

の変更を求めざるをえない。との点，事業者の名称の変更は，景表法第6条 1

項にいう「モの行為が再びおとなわれることを防止するために必要な事項」と

いこラとができるのではなかろうか。それゆえ，事業者の名称の変更を求める

排除命令を委員会は発するととができfる。

続いて，事業者の名称に近接して欺臓を排除すiると思われる一定の限定語句

を用いることを排除措置として求めることができるかどうかについて検討しよ

う。事業者の名称が価値ある事業資産であるということを考えれば，事業者の

名称に近接して限定語句を用いる ζ とが可能であり，それによっで欽輔が排除

できるとすれば，排除措置とし℃はそうすることで充分である。この点，事業

者の名称に近接して限定語句を用いさせることも，長表法第6条1項にいう「そ

の行為が再びおとなわれることを防止するために心要な事項」ということがで

きるように思われる。そこで，委員会は，事業者の名称に近接して欺蹄を排除

すると思われる一定の限定語句を用いるよう求ゐる排除命令を発することがで

きる。

なお，事業者の名称の変更を排除措置として求めた場合，企業の同一性を熟

知させるために事業者のもとの名称を新しい名称に関連して用いるのを許すこ

とができるのかどうかが問題となってくる。こういった措置を認めることは少

なくとも，もとも之は欺蹴的ではなかったが事情の変化によって事業者の名称、

が欺蹄性を帯びるようになった場合には必要ではないかと思われる。乙の点，

企業の同一性を熟知させるために事業者のもとの名称を新しい名称に関連して
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用いさせるということは，景表法第6条1項にいう「これらの実施に関連すl る

公示その他必要な事項」に該当するということができる。したがって，委員会

は，企業の同一性を熟知させるために事業者のもとの名称を新しい名称に関連

して用いるのを許すことができる。

乙のように委員会は，適切と思われる場合には，景表法第6条1項のもとで，

また，事業者排除措置として，事業者の名称の変更を求めることができるし，

の名称に近接して限定語句を用いることを求めることもできる。また，事業者

の名称の変更を求めた場合に，企業の同一性を熟知させるために事業者のもと

の名称を新しい名称に関連して用いるのを許すこともでまる。

2号では規制でさない場合景表法第4条1号，(3) 

2号に基づく事業者の名称の規

しかし，問題となる事業者の名称すべての規制が可能で忘る

以上述べてきたよラに，景表法第4条1号，

制は可能である。

というわけではない。規制でさないと思われる場合もある。そういった場合と

第1は，商品や役務の内容が優良であるとか取引条件が有利であると消費者

が誤認しても，商品や役務の内容が著しく優良であるとか取引条件が著しく有

利であると誤認す"るに到らない場合である。第2は，商品や役務の内容や取引

条件について消費者が誤認するおそれはあっても誤認するとはいえない場合で

して次のものがある。

ある。第3は，商品や役務の内容や取引条件以外の商品や役務の取引に関する

事項について消費者が誤認するおそれがある場合である。

これらの場合，事業者の名称を規制するためには，景表法第4したがって，

条3号の指定をしなければならない。

景表法第 4条3号の指定による事業者の名称の規制

2号のもとで，問題のある事業者の

名称すべてを規制するといラことはできない。そういった事業者の名称、を規制

この点，景しようとすれば，景表法第 4条3号の指定をしなければならない。

‘
 

i

l

i

l

-

IV 

以上述べたように，景表法第 4条1号，
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表法第 4条3号によれば，委員会は，商品または役務の取引に関する事項につ

いて誤認されるおそれがある表示について指定することができることになって

いる。しかも，この規定からわかるように，指定対象とすることができる表示

の範囲は広い。したがっむ委員会は，事業者の名称について誤認を生む表示

のほとんどを指定することができるように思われる。

ととろで，景表法第4条3号によれば，委員会は，景表法第 4条1号 2号

に掲げられた表示をも含め-C，第 4条3号の指定をすることができることにな

っている。実際にも，景表法第 4条 1号， 2号で規制できる事業者の名称をも

含めて，不当表示となる事業者の名称について包括的な指定をおこなうととに

は1大きな意味がある。

以上のことから，景表法第 4条3号の指定をすることによって事業者の名称

を規制することは是非とも必要であるということがわかるであろう。そこで，

以下，事業者の名称について景表法第 4条3号の指定をしようとする場合に考

えなければならない基本的なポイントをおさえてみたいと思う〉。

それに際しては!まず，事業者の名称が誤認を生ぜしめる場面を類型化してみ

たい。続いて，それらの名称を規制しょラとする場合の問題点について検討す

る。そして最後に，いかなる類型の指定をすればそれらの名称を規制の射程距

離に入れることができるのかということについて考えてみたい。

(1) 事業者の名称、が誤認を生ぜしめる場面

まず事業者の名称が誤認を生ぜしめる場面を類型化してみよう。

(a) 事業者の名称に用いられているととばそれ自体が誤認を生ぜしめるよ

うなものである場合。

〈例) 日本一きびだんご

(b) 公的団体と無関係なのに公的団体と同ーのことばまたは類似したこと

ばが事業者の名称において用いられている場合。

(13) なお，以下で述べることは.r公的団体と紛らわしい名称と不当表示の問題一一大阪
市冠婚葬祭互助会事件に関連し℃一一」というタイトノレで述べたことの関連部分に若
干の補正を加えたものにすぎない。公正取引343号20.27--28ページ(1979年〉参照。
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〈例〉 大阪市冠婚葬祭互助会

(c) すでに著名となっている名称をもっ事業者と無関係なのに，その事業

者の名称と同ーのことばまたは類似したことばが事業者の名称において用いら

れている場合。

(例〉 日露製麺(日露製粉という事業者名が著名であるとする)

(d) 取り扱ラ商品や役務の内容や取引条件あるいは商品や役務の取引に関

する事項に照らしてみたとき，事業者の名称に用いられたことばが誤認を生ぜ

しめるようになる場合。

(例〉 無印トマトジコー:ス(実際は無果汁飲料しか製造していない)

ポルトガノレ・ワイン(実際は日本でワインを製造しているにすぎない〉

(2) 規制に際しての問題点

次にそれぞれの型の事業者の名称を規制しょうとする場合の問題点について

検討しよう。

(a) 乙ラいった事業者の名称が用いられている場合，消費者は単なる誇張

としてそれを理解すると考えられる。しかし，消費者が誤認するか，誤認する

おそれが生じる場合が全くないとはいえないように思われる。したがってそれ

を規制する意義が全くないとはいえないであろう。その場合，排除措置として

は事業者の名称の変更が求められるととになろう。もっとも，景表法第 4条3

号の指定をしてまで積極的にそれを規制する意義があるかといえば疑問であ

る。というのは，こういった事業者の名称はもし規制す町る必要が生じるとすれ

ばその大部分は景表法第 4条1号 2号で規制できるものではないかと考える

からである。

(b) 公的団体と本当に関係があればこういった事業者の名称を用いるとと

はあまり問題はないように思われる。それに対し無関係であればとういった事

業者の名称は問題となる。ただし，消費者がその企業を公的団体と関係がある

と誤認するとしても，それが扱う商品や役務の内容が著しく優良であるとか，

取引条件が著しく有利であるというふうに常に考えるとはかぎらない。むしろ
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消費者は，公的団体が関与しているのだから商品や役務の内容や取引条件が確

実である，つまり，商品や役務の内容が優良であるとか，取引条件が有利であ

るというふうに考える場合が少なからずあるように思われる。また，消費者が

誤認するとはいえないが，そのおそれがある場合もある。さらには，商品や役

務の内容や取引条件ではなくてその他の取引に関する事項について誤認させる

おそれもある。そうであるとすれば，それは景表法第4条1号 2号では規制

でき・ず，第3号の指定をまたなければ規制できないことになる。したがって，

この型の事業者の名称に関しては積極的に景表法第 4条3号の指定をおこなう

ことによって規制をする必要性があるように思われる。

排除措置に関していえば，特に次の点が問題となる。当初から公的団体と何

ら関係がなかった場合には，事業者の名称の変更が求められよう。それに対し

当初は公的団体と何らかの関係がおったが後に関係がなくなった場合には..，企

業の同一性を明らかにするための特別の措置を認めるかどうかが検討されなけ

ればならないであろう。

(c) こういった事業者の名称が用いられた場合，消費者はその事業者が取

り扱う商品の内容が著しく優良であるとか，その取引条件が著しく有利である

と誤認する場合が多いと思われる。しかし，常にそうとはいえない。単に商品

の内容が優良であるとか，取引条件が有利であると誤認する場合ーもある。また，

誤認するおそれしかない場合もある。さらには，その事業者の・ものであれば買

うというふうに考えるような場合もある。したがって，とれらは景表法第4条

1号 2号では規制できず，第3号の指定によらなければ規制できない。そこ!

でとの場合，景表法第 4条3号の指定をおこなう意義がないとはいえないよう

に思われる。排除措置に関しては，公的団体とまきごらわしい事業者の名称が用

いられている場合と同じように考えてもよいであろう。

ただ，この類型の事業者の名称の多くは，他の類型の事業者の名称とは異な

り，商法または不正競争防止法によって規制される可能性が実際のところ最も

大きいものであるように思われる。そこで，公的機闘が介入するのではなく私

的救済に委ねることによって事業者の名称の規制をおとなった方がよいのでは
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ないかということも考えてみる必要があるように思われる。

(d) との類型の事業者の名称に関しては，商品や役務の内容が著しく優良

であるとか取引条件が著しく有利であると消費者下が誤認する場合があるのみで

はない。単に内容が優良であるとか取引条件が有利であると誤認する場合もあ

るし，また，誤認するおそれしかない場合もある。さらには，商品や役務の内

容や取引条件以外の取引に関する事項について誤認するおそれもある。したが

って，この類型の事業者の名称を充分に規制しようと思えば，景表法第 4条 3

号の指定をしておかなければならないであろう。

ただ，排除措置については次の 2つの点を考慮しなければならないであろ

う。 1つは，限定語句をその事業者の名称、に近接して用いさせることによって

事業者の名称の変更を求めないということを認めるかどうかである。限定語句

を用いることによってその事業者の名称が意味するととが矛盾をまたすような

場合には明らかに限定語句を用いることはできない。逆に，事業者の名称の意

味が明らかになるときには限定語句を認めてもよいであろう。もう 1つは，事

業者の名称の変更を求めた場合企業の同一性を熟知さ lせるために特別の措置を

とるかどうかが検討されなければならない。

(3) 指定の類型

以上検討してきたととろから，事業者の名称が誤認を生ぜしめる場面は多様

であり，また，それらの事業者の名称の規制に際しての問題点も種々であるこ

とがわかると思われる。そこで，そういった誤認を生ぜしめる事業者の名称を

1つのメルクマーノレのもとにくくることができるのかどラかは問題が怠るよう

に，思われる。事業者の名称が誤認を生ぜしめる場面の (b)と(c)については信

用誤認というメルクマーノレでくくることができるように恩われる。しかし，(a) 

と(d)についてはそのメルクマーノレでくくるととには疑問がある。

(a)ないし (d)を一括して指定するにせよ， (b)と (c)を一括して指定する

にせよ，それぞれを各別にまたはその 1つのみを指定するにせよ，事業者の名

称が誤認を生ぜしめる場面の特質やそれらの事業者の名称、の規制に際しての間

題点を考えて指定をしなければならないであろラ。 (1980.10.1) 
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